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    午後２時２２分開会 

○委員長（荒山光広君） それでは、只今より総務企業委員会を開会いたします。先

程の本会議におきまして本委員会に付託されました議案１件につきまして審査いた

しますのでご協力をよろしくお願いいたします。それではこれより審査を始めま

す。議案第１号美祢市税条例の一部改正についてを議題といたします。執行部から

説明を求めます。はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 議案第1号美祢市税条例の一部改正についてをご

説明いたします。議案については１－１ページ。新旧対照表については１ページ

でございます。参考資料の１ページをお開き願います。美祢市税条例第９０条、

身体障害者等に対する軽自動車税の減免についての改正でございます。これにつ

きましては、山口県が平成２２年度より、自動車税及び自動車取得税の減免につ

いて改正を行うのに連動して、軽自動車税においても見直しを行うものでござい

ます。これまで、減免の要件といたしまして、減免対象軽自動車等にあっては、

障害者ご本人の所有か、１８歳未満の身体障害者または精神障害者と生計を一に

する者が所有する軽自動車等で障害者自身の運転か、またはその障害者のために

生計同一者が運転する場合、若しくは身体障害者等のみで構成される世帯にあっ

ては、その世帯員を常時介護する者が運転する場合、としておりましたが、今回

の改正により、減免対象とする軽自動車等について、身体障害者または精神障害

者のために運転する目的で、その生計同一者が所有する軽自動車等に関して、１

８歳未満の身体障害者という年齢制限を削除とし、身体障害者等のために生計を

一にする者が所有する軽自動車等についても減免対象として、１人の障害者に対

し、普通自動車等を含め、１台を限度として、減免するものであります。  

  次にお手元に配布しております「身体障害者等に対する軽自動車税の減免制度改

正案」をご覧下さいませ。現行制度と改正案との比較をしておりますが、先にご説

明申し上げたとおり、これまで、減免対象軽自動車等を原則障害者ご本人の所有と

しており、生計同一者が所有する軽自動車等については、１８歳未満の身体障害

者、知的障害者、精神障害者と生計同一していることが要件とされてきましたが、

１８歳未満という身体障害者の年齢制限を廃止することにより、身体障害者、知的

障害者、精神障害者と生計を一にしている者が所有する軽自動車等について、その

障害者の通院、通所、通学、生業等のために使用される場合には、その障害の程度
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により、減免対象とするものでございます。先の新旧対照表など今回一部改正を行

う市税条例第９０条第１項第１号においては、身体障害者、精神障害者の表記があ

るものの、知的障害者についての表記がありませんが、これにつきましては、これ

までの国からの通達文書等において、知的障害者との生計同一についても減免対象

とすることとなっております。また、山口県では減免申請の際の提出書類など運用

面においても、いろいろ緩和されることから、本市においても緩和措置を構ずるも

のです。これまで、生計同一であることや、常時介護者であることの確認手段とし

て提出を求めることがありました福祉事務所発行の「生計同一証明書」や「常時介

護証明書」の提出は必要なく、代わりに生計同一に関しては、障害者と生計同一者

が同居の場合には、住民基本台帳等による確認、同居していない場合には、健康保

険証や市県民税の申告において、扶養とされているかなどにより、生計同一である

か否かの確認をするものとし、それらで確認できない場合には、本人からの「申立

書」によることとするものです。  

  次に、車輌の使用目的を確認するものとしましては、「病院・施設などの証明

書」、「病院の領収書」、「学生証」などにより通院、通所、通学、生業などのた

めに当該車輌が使用されるということを確認することとするものです。なお、入

院・入所の一時帰宅につきましては、従来どうり「病院・施設などの証明書」の提

出を求めることとなります。また、常時介護者であることの確認方法としまして、

従来の「常時介護証明書」に代えて、その世帯が障害者のみで構成される世帯であ

るか否かについては、住民基本台帳等で確認したうえ、「運転計画書」、「施設・

学校等の証明書」、「誓約書」の提出を求めることとするものです。提出書類な

ど、取り扱いについては、こうした内容となっております。この一部改正につきま

しては、平成２２年４月１日施行とするものでございます。以上でございます。よ

ろしくご審議くださいませ。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 只今の説明で少し素朴な質問をと言うことで、一つは障害

者の中で身体と精神で指定されているんですけど知的障害者にも療育手帳という

のが発行されています。療育手帳を保持しながら車の免許を取得されてる人もお

るんですね。ここではそうした俗に言う知的障害者が対象としてはどういう評価
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の基準でなされているのか。それから軽自動車税といえば一般的にその貨物車と

乗用車に区分されるんだと思うんですが、実際に減免になる税額ですね金額、税

額わかれば一緒に説明して頂きたいと思います。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 南口委員のご質問にお答えいたします。１点目

の知的障害者についての基準でございますが、手帳に記載されてあるＡのこれは

重度の障害ということでございますが、療育手帳にＡの表示があるものでござい

ます。２点目の税額についてでございますが、減免対象となります軽自動車税に

は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、２輪の小型自動車があります

が、それぞれ原動機付自転車についても排気量により税額が異なっております。

ちなみに５０ＣＣ以下の原動機付自転車については１，０００円、９０ＣＣ以下

のものについては１，２００円、１２５ＣＣ以下のものについては１，６００

円、３輪以上で２０ＣＣを超えるものについては、いわゆるこれはミニカーと呼

ばれているものでございますが、２，５００円、小型特殊自動車、農耕用の作業

車でありますが、２，５００円、フォークリフトやユンボ等、その他のものにつ

いては４，７００円、２５０ＣＣ以上の２輪の小型自動車につきましては４，０

００円、それから軽自動車、２輪の軽自動車の中に２輪、３輪、４輪とありまし

て、２５０ＣＣ以下のものにつきましては２，４００円、３輪につきましては

３，１００円、軽自動車の乗用のものにつきまして営業用では５，５００円、自

家用では７，２００円、貨物用で営業用が３，０００円、自家用で４，０００

円、以上でございます。（発言する者あり） 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 南口委員の只今のご質問にお答えいたします。

平成２１年度における軽自動車税の減免金額は７５万９，０００円となってお

り、１人の障害者に対しては普通車、軽自動車を合わせ１台の減免ということで

ありますので美祢市において障害者手帳をお持ちになっている方の数と現在普通

車を含め減免申請をされている方の数、あるいは減免対象となる障害の等級など

から総合的に判断して障害者と生計同一であることを理由として今後新たに減免

申請されるものについては最大限見積もって５０万円程度の金額になろうかと考

えております。 



－5－ 

○委員長（荒山光広君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） ありがとうございます。それでちょっと戻るんですけど先

程療育手帳でＡのものは対象になると言うこと何ですかいね。しかしＢは対象に

ならないんですか。療育手帳は。 

○委員長（荒山光広君）はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） そういうことになろうかと思います。県のしお

りなどによりましても重度のＡということが表示されております。 

○委員長（荒山光広君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） そこでねここの市条例の一部改正で条例のこの抜粋しかな

されてないからちょっとここに例規集がないから確認のしようがないんですけ

ど、ここで書かれているのが、身体障害者もしくは精神障害者ということだけで

書かれちょるんですけど、療育手帳の場合はどちらにもあてはまらんのですい

ね。ですからそれはどっかの文書に出てくるんです。 

○委員長（荒山光広君）はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） ９０条第２項で出てきます。それについては今

回の改正文の中に入れておりませんが、今、私のほうで条例のコピーしたものが

ありますのでこれから配付をお願いしたいと思います。（発言する者あり） 

○委員長（荒山光広君） どうぞ。（資料配付）課長さんいいですか、説明引き続

きお願いいたします。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 先程、南口委員さんのご質問にお答えします。

今回の改正では９０条第１項第１号のみの改正でございますが、９０条第２項に

おきまして身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、あるいは戦傷

病者手帳に関する記載があります。これに基づいて知的障害者と生計同一されて

おる方の軽自動車税の減免も可能になろうかと考えております。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） ありがとうございました。大変勉強になりました。私議員

生活２０年近くやっちょって、たいがいこの方向の球を投げるとちょっと休憩に

入ると思ってたんですが、資料がばっさり出てくるとは予想外でした。ありがと

うございました。 

○委員長（荒山光広君） その他質疑はございませんか。はい、岡山委員。 
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○委員（岡山 隆君） この９０条の美祢市の税条例に関して非常に国・県からこう

いう方向でちゅうことで、減税対象ということで非常に私はこういった議案のです

ね非常にいいことではないかと思っております。どんどんこういったことは推し進

めていかなくってはならないと思っております。それでですね今回この中で改正案

に関しまして（１）で身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）または精神に障害を有し歩行が困難な者という形で記載がされております。

こういったことで、まず第１点としてですね精神に障害を有しているけれども歩行

が困難でなかった者に対してはこういった対象になるのか減免あるのかどうかこれ

を１点聞きたいということと、それとあとは身体に障害を有して若いときからそう

いった形になっておられる方もおられますけれどもその等級が療育手帳で記載で１

級とか２級とか３級とかあります。その辺が１級の方が減免なのか、それとも２

級、３級どの程度の方がそういった対象になるのかその辺も教えて頂ければ嬉しい

なと思っております。いずれにしてもまた６０歳、７０歳なってですね逆に何て言

いますか体が不自由になって歩けなくなってそういったことも当然等級が１級また

は２級、３級そういう形もあると思いますけれどもそういった方の等級、減免はど

ういった１級の方か、２級、３級は対象外、減免にならんのかどうか、この辺につ

いてちょっとご説明して頂きたいなと思っております。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） ここに平成２１年度版の山口県の自動車税、自

動車取得税の減免のしおりというものがありますので、まずこれを委員様のほう

にお配りしたいと思います。 

○委員長（荒山光広君）はい、どうぞ。（資料配付）はい、課長、それでは引き続き

お願いします。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） お手元に配付しました山口県のしおりにつきま

しては、山口県が２２年度より改正する前のしおりでございます。中をお開きい

ただきますと障害者本人が運転する場合のそれぞれの障害の等級、それから生計

を一にする者が運転する場合の障害の等級、こういうものがいろいろ記載されて

おりますが、これにつきましては国からの通達により障害の等級についての国か

らの通達によりこれが決めてあるものでございます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 岡山委員、よろしいですか。 
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○委員（岡山 隆君） しっかりと中身をもう一遍よく見て、いずれにしても決まっ

たことですから非常に嬉しいことではないかと思っております。以上でいいです。 

○委員長（荒山光広君） その他質疑はございませんか。はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 岡山委員が質問されたのは身体に障害を有し歩行が困難な者

と書いてあるんよね。大変失礼な言い方をするけど両腕がなくなった。これも大き

な身体障害者ですよね、ところが歩行ができるんですよね、だから岡山委員が言わ

れたのは歩行が困難なものでなけんにゃいけんのかという質問じゃったと思うんじ

ゃけどそれが１点。ついでにもう１点聞きたいんじゃけど、常時介護者のいわゆる

証明といいますか、今までは福祉事務所が証明を出したらいいと、今度はね運転計

画や施設や学校等、学校等ですから病院もあるんじゃろうと思うんですが、証明

書、誓約書、行政の手続きをできるだけ簡素化にしていかんにゃいけんのにできる

だけ複雑化していくようなことがあるんじゃけど、その何か問題があったんです

か。福祉事務所だけの発行では、その辺をもう１点。以上。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 竹岡委員のご質問にお答えいたします。先程の

岡山委員のご質問と連動してのご質問でございますが、歩行が困難であるという

表現になっておりますが、身体障害者の手帳をお持ちになって、かつ該当する等

級である者につきましては減免対象となるものでございます。２点目の常時介護

者にかかるところの誓約書等の提出でございますが、特段問題が発生したという

ことではなく、山口県のほうでそういう取り扱いをされるということで今回本市

を含めて改正をされる市においてもこういう取り扱いをされるということで、本

市においてもこのようなものを提出を求めるようにしておるわけでございます。

以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 大変失礼な言い方をしますけどね、県がそうじゃから市もそ

うしますというんじゃなくて、歩行が困難な者というのはまったく文言はいらない

んじゃないかという気がするんですよね。たぶん岡山委員そう言いたかったと思う

んですよ。県がそういうちょるからその必要がないのに歩行が困難な者いれたりで

すね。それから、ええかいの（発言する者あり）それじゃ続けます。結局ねじゃあ

美祢市独自で何を考えたんかと言いたいんですよね。いらない文言が入ってたり、
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それからもう一つは今まで何ら問題はなかったというのに限らず何で行政手続きを

より難しい方向を選んでいくのか、問題があったんならね改善してより難しくされ

てもいいと思うんですが、私はできるだけ障害者の皆さん方が減免の申請しやすい

ように、むしろ改善すべきじゃないかなと思うんですね。ただそれが国が県がとい

うような言い方をされるとどうもちょっと抵抗を感じるんですよその辺はどうなん

ですかね。 

○委員長（荒山光広君） それでは、暫時休憩をしたいと思います。 

午後２時４９分休憩 

 

午後３時１０分再開 

○委員長（荒山光広君） それでは休憩前に続き会議を続行します。先程の答弁につ

いてですが。はい、篠田課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 竹岡委員さんのご質問にお答えいたします。障

害の区分、例えば、上肢・下肢についても上肢については、１級・２級、下肢に

ついては、１級から６級といったようにそれぞれ障害の内容によって対象となる

等級が違いますので、そういったものを一つの表現としてこういった歩行が困難

な者と言う表現を用いたものでご理解をいただきたいと思います。２点目の提出

書類などについては若干の煩雑さを伴いますが、国から示されたものでもありま

すのでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。はい、三

好委員。 

○委員（三好睦子君） 先程の提案説明の中で軽自動車税に関わる減免基準の一部

見直しを行うものとありますけど、一部と言うことは自動車取得税はどうなんで

しょうか。これも一緒に減免される対象になるんでしょうか。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 三好委員のご質問にお答えいたします。先程自

動車取得税のご質問でございましたが、自動車取得税につきましては県の税でご

ざいますので県のほうで減免基準を設けて減免されることとなります。以上でご

ざいます。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それでは、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。それではこれより議案第１号美祢市税条

例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１号は原案のとお

り可決されました。 

  以上持ちまして本日の本会議で当委員会に付託されました議案１件につきまして

の審査を終了いたします。誠にご協力ありがとうございました。以上で本委員会を

閉じさせて頂きます。ありがとうございました。 

午後３時１４分閉会 
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